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■ログイン方法 

下記リンクからポータルサイトへログインしてください。 

江戸川区役所障害者福祉課時間外延長利用事業 事業所ポータル

（https://d19e5bd9.viewer.kintoneapp.com/public/edogawaku-jikanngaienntyouriyoujigyou ） 

 

本システムは、協定締結申請書に記載いただいた電子メールアドレスを用いてログインを

していただきます。登録できる電子メールアドレスは１事業所に対し１つのみとなります

ので、なるべく個人のアドレスではなく、誰でも確認できるもので申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「メールアドレスでログイン」を選択 

 

事前にご提出いただいたメールアドレスで

ログインしてください。 

 

登録しているメールアドレスにログイン 

リクエストメールが届きます。 

 

https://d19e5bd9.viewer.kintoneapp.com/public/edogawaku-jikanngaienntyouriyoujigyou
https://d19e5bd9.viewer.kintoneapp.com/public/edogawaku-jikanngaienntyouriyoujigyou
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ここからログインすると事業所の情報と紐づいた 

「ポータルサイト」に移ります。 

利用者情報の変更をしたい場合

（4ページ） 

請求データを提出したい場合 

（5ページ～） 



 

4 

 

■契約内容報告書(様式１０号)を提出する場合 

利用者の情報については、区で支給決定時の申請内容に基づき登録を行うため、原則、事業

所側での提出（送信）は不要です。ただし、以下の場合は区で情報の把握ができないため、

必ず請求前に「契約内容報告書」を提出（送信）してください。 
 

【提出が必要な場合】 

 利用者がすでに別の事業所と契約をしており、今回２か所目以上の契約となる場合 

 

提出が必要な場合は、左側にある緑色のボタンをクリックし、入力処理を行ってください。 

 

 

表示に従い入力をし、送信してください。 

 

 

事業所の控えとして、帳票を印刷することも可能です。 

＞＞＞帳票の出力方法については、10ページをご確認ください。 
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■請求内容の入力 

新規請求の入力は、水色の「新規申請(様式 8号＋様式 9号)はこちら」をクリックしてくだ

さい。請求画面に移ります。 

 

 

 

入力は 1人ずつとなります。 

1人分の実績と加算情報を入力し提出が完了したら、次の人の分を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索の上にある注意事項をご確認のうえ、虫眼鏡マークから

検索して利用者を選択してください。 
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（１）実績の入力について 

数字はすべて半角で入力してください。 

 
 

① サービス提供日 

1日の場合は「1」、20日の場合は「20」というように日付のみを入力します。 
 

② サービス提供開始時間、サービス提供終了時間 

 00:00（2桁 半角コロン 2桁）の形式で入力をしてください。 

 24時間制となりますので、午後 1時の場合は”13:00“と入力してください。 

 ただし、午前 8時のように一桁の場合、頭の 0は省略することができます。 
 

③ 合算対象有無 

 こちらの項目は、児童の実績を入力する場合のみ使用する項目です。 

【成人】 

実績については初期表示のまま変更しないでください。 

【児童】 

  画像の２・３行目のように同日に２回（営業時間前と営業時間後）支援を行った場合は、

それぞれ「１回目該当」「２回目該当」を選択してください。この設定が漏れると   

同日の請求として合算することができません。 

  ※同日に 2回支援を行っていない場合は成人と同様に初期表示のままで入力は不要です。 
 

④ 専門職配置加算該当有無 

 こちらは専門職配置加算の対象者が支援を行った場合に入力する項目です。 

 加算に該当する場合は、必ず「該当あり」に切り替え、担当者名には協定締結時に提出  

した「従事者名簿」の専門職配置欄にしるしがある方の氏名を入力してください。 
 

⑤ 利用者確認欄 

利用者（またはその養護者等）に誤りがないか確認した後、チェックを入れてください。 

   ① ② ③ 
 ④ 

 
⑤ 
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（２）加算情報の入力について 

加算を計上する場合は、「加算検索用（加算明細欄）」から検索し、該当する加算情報を  

選択すると、「回数」以外の情報は自動で入力されます。 

「回数」はサービスコードを選択しても、自動で表示されないため、検索から選択後、  

忘れずに入力してください。 

 

 

（３）データの提出について 
 

①「（１）実績の入力」「（２）加算情報の入力」が完了したら、同ページ内にある 

「データ状況」から「確定済」を選択し、「確認」をクリックしてください。 

確認画面に移りますので、入力内容に誤りがないかをよく確認してください。 
 

② 問題なければ、「提出する」をクリックしてデータを送信してください。 
 

③ 認証用メールアドレス宛に以下の自動受付完了メールが届き、提出完了です。 

   次の方の入力に移ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※提出完了後に修正が生じた場合の対応方法については 15ページをご覧ください。 

利用者氏名 

 

【「一時保存」をする方法】 

 データ状況「一時保存」を選択 ⇒「確認」をクリック ⇒「提出する」をクリック 

一時保存で提出した請求データを再開する方法については、14ページをご覧ください。 
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（４）当月分入力完了の連絡 

当月分の請求を全件提出し終えたら、トップ画面にある以下のリンクから、全件提出済み

の旨をお知らせください。 

 

 

検索用で虫眼鏡マークをクリックすると、事業所の情報が自動で入力されます。 

件名は初期表示のまま「回答」ボタンをクリックしてください。 

※連絡事項等がある場合のみ、「事業所からの連絡」欄に記入してください。 

 

 

提出完了連絡を受けた時点で請求金額を確定させていただきます。 

請求書を印刷し、押印のうえ、障害者福祉課庶務係宛てに提出してください。 
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■各帳票の出力方法 

江戸川区に対して印刷し、提出する必要があるのは、請求書のみとなります。 

その他の帳票については各事業所が必要に応じて、印刷等を行ってください。 

 

（１）請求書(様式７号)の出力方法 

「時間外延長利用事業請求書(様式７号)」の中の「詳細」をクリックします。 

 
 

「帳票をダウンロードする」という項目が出てくるので、そこをクリックしてください。 

 

 

PDF形式で請求書が出力されます。 

こちらを印刷し、日付は入れずに押印のみして江戸川区にご提出ください。 
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（２）契約内容報告書(様式 10号)の出力方法 

「時間外延長利用事業 契約内容報告書(様式 10号)」の中の「詳細」をクリックします。 

 
 

「帳票を出力する」をクリックしてください。 

 

 

 

PDF形式で契約内容報告書が出力されます。 
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（３）サービス提供実績記録票(様式８号)の出力方法 

ポータルの左下にある「時間外延長利用事業実績記録票 (様式８号)出力用」の中の 

「詳細」をクリックします。 

 

 

 

「帳票を出力する」という項目が出てくるので、そこをクリックしてください。 

 

 

 

PDF形式で実績記録票が出力されます。 
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（４）明細書(様式９号)の出力方法 

ポータルの左下にある「時間外延長利用事業明細書(様式９号)出力用」の中の「詳細」を

クリックします。 

 

 

実績記録票同様、「帳票をダウンロードする」をクリックすると、帳票が出力できます。 

 

 

 

PDF形式で明細書が出力されます。 
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■提出済みデータを修正する場合 

一度提出したデータでも入力内容に誤りがあった場合、真ん中にある「時間外延長利用事業

実績申請確認(様式８号＋９号)」から、提出したデータを各事業所で修正することができま

す。 

 

 

 

また江戸川区の方から修正を依頼することもあります。その場合は、「事業所連絡通知」に

連絡内容が表示されますので、請求完了後も、定期的に確認するようにしてください。 
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（１）一時保存したデータを再開（修正）する場合 

申請確認の一覧から修正したい請求を探し、その行の左にある「詳細」をクリックして 

ください。 

 

 

右上に「編集」ボタンが出てくるので、そこをクリックします。 

  

 

 

編集ボタンをクリックすると請求入力画面に移行しますので、訂正箇所を修正します。 

最後に「提出する」を押せば修正完了です。 

その際に一時保存のデータが確定した場合は、必ず「確定済」に変更してからご提出くだ

さい。 
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（２）確定済で提出したデータを修正する場合 

修正方法は（1）と同じです。ただし確定済で提出したデータを編集する場合には、江戸

川区の方で処理が必要になります。 

修正を行った際には必ずトップ画面にある以下のリンクからご連絡ください。 

 

 

その際には「事業所からの連絡」に下記を参考に提供月等の情報を入れて送信して 

ください。 
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